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１ 健康づくり事業

(１)健康づくり事業
ア 法的根拠及び目的

平成12年３月、｢21世紀における国民健康づくり運動(健康日本２１)の推進につ 

いて｣通知が出された。

沖縄県では、平成14年１月に県民の｢早世の予防(若くして死亡する県民の減少)｣、

｢健康寿命の延伸(障害のない期間を長くする)｣、｢生活の質の向上｣を目的に｢健康

おきなわ2010｣を策定し、県民一体の健康づくり運動に取り組んできた。

平成15年５月に施行された健康増進法(平成14年法律第103号)では、法第８条に

おいて県・市町村は、住民の健康増進の推進に関する施策についての計画(｢健康増 

進計画)を策定することが規定された。

県においては平成20年３月、長寿世界一復活に向けたアクションプラン「健康おき

なわ21」を策定するとともに、県民の行動指針「チャーガンジューおきなわ９か条」

を決定し、県民の健康づくりをより具体的に推進している。

また、平成24年度には同計画の中間評価を行い、さらに平成26年３月には、健康長

寿おきなわ復活プラン｢健康おきなわ21(第２次)｣を策定し、平成29年度に同計画の

進捗状況について中間評価を実施した。

令和４年度は、｢健康おきなわ21(第２次)｣の最終評価を行い、令和６年３月には、

「健康おきなわ21(第３次)」を策定した。

イ 南部保健所の取り組み

＊｢市町村健康増進計画｣の策定支援を平成15年まで推進した。

平成16年12月に｢南部地区健康おきなわ21推進連絡会議｣を設置し、管内関係団

体と連携した健康づくりを行い、平成18年12月には｢地域・職域連携推進協議会｣

を開催するなど、地域住民及び職域の勤労者の生涯を通じた継続的な健康づくり 

に取り組んできた。

＊平成20年５月からは糖尿病の合併症の防止、減少をめざし関係者・関係機関の連

携を目的に｢南部地区糖尿病連携会議｣を開催した。平成22年度から｢地域職域連

携推進協議会」を「南部地区健康おきなわ21推進連絡会議」に統合し、「健康

おきなわ２１」の施策を効果的かつ総合的に推進すると共に、管内関係者が連携 

し地域・職域の継続的な健康づくりを推進している。

＊平成22年度は南風原町と共催し｢働くあなたと家族の健康づくり｣をテーマに、平

成23年度は糸満市と共催し｢いきいき健康たのしく運動｣をテーマに南部地区健康 

おきなわ21推進大会を開催した。

＊随時業務の見直しを図り、各地区の健康推進大会は、平成23年度まで実施、健康

展は平成30年度まで実施、健康づくり実践優良団体・優良事業所の表彰事業は、 

令和元年度まで実施した。

＊受動喫煙対策として「沖縄県禁煙施設認定推進制度」を令和元年度まで実施した。

＊健康を支え守るための社会環境の整備として、令和６年４月から｢食deがんじゅ

う応援店｣の登録を実施している。
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ウ 健康づくり推進事業体系

表１ 健康づくり推進事業体系

健康づくり事業体系図(令和６年度事業実績)

健康増進法の基本的考え方
(国)

国民は自ら健康の増進に勤め、国、地方公共団体、保健事業実施者、医療機関
その他の関係者は相互に連携、協力しながらその努力を支援

取組内容
食生活・身体活動・休養・ 

こころ・飲酒等
生活習慣病 喫煙 歯・口腔の健康

実態把握

① 人口動態統計、市町村別健康指標等

② 地域保健・健康増進事業報告

(市町村・県→国へ報告)

③ 特定健康診査・がん検診集計データ等

④ 沖縄県医療費等分析事業等

⑤ 管内市町村健康づくり等情報交換会

(５～７月：４市１町６村)

①飲食店受動喫煙対策状況調査(健

康長寿課実施)の結果に沿って、

飲食店へ確認・指導助言

①地域保健・健康増進事業報告

住民への

働きかけ

① 健康づくり普及啓発のパネル展：５月世界禁煙デー・６月食育月間・禁煙週間・歯と口の健康週間 ９月健康増進普及月間・

食生活改善普及運動・がん征圧月間 10月がん検診受診率向上に向けた集中キャンペーン月間 、11月歯がんじゅう月間、 

３月女性の健康週間

② Ｘ(旧Twitter)「ハイサイ なんほ」で各週間・月間にあわせて普及啓発

①食品衛生講習会(１回/週)における情報提供(改正健康増進法、食deがんじゅう応援店、歯周病予防等についてリーフレット及びチラシ、啓 

発グッズの配布)39回、706人

市町村等 

関係機関 

への働き 

かけ

① 給食施設指導・助言(通年)

巡回指導(保育所監査、医療監視)：７月～12月

② 給食施設職員研修会(６月)

③ 南部地区市町村栄養士連絡会議(７月)

④ 食生活改善推進員養成講座講師としての市町村支援

※R6実施なし

① 市町村等からの「改正健康増進

法」の相談に対する助言・情報 

提供

② 受動喫煙対策研修会の開催

(２月)

③ 受動喫煙対策に関する市町村施設

現場での指導(８月)

④ 市町村関係者へ禁煙のステッカー 

の提供

① 「南部保健所管内歯科保健連絡会 

議」の開催(9/25)

② 市町村や保育所(園)、こども園か

らの相談に応じ助言・資料の提供(通 

年)

③ 久米島町フッ化物洗口マニュアル作

成に関する支援(４月)

④ 児童福祉施設研修会(給食施設)

(6/27)

① 南部地区健康おきなわ21推進連絡会議(南部地区地域・職域連携推進協議会)：12月

② 市町村健康づくり推進協議会に出席：６市町(糸満市・浦添市・豊見城市・西原町・八重瀬町・南風原町)

③ 豊見城市特定健康診査受託医療機関との連携会議に出席：書面(３月)

④ 管内市町村健康づくり等担当者会議：９月、２月

⑤ 久米島町歯科保健連絡会に出席：４月

組織・制

度など環

境整備

① 管内健康づくり担当者研修会：年度末開催で企画

したため講師確保困難にて中止

② 栄養成分表示相談及び指導(通年(個別・巡回))

③ 食deがんじゅう応援店：通年(登録９店舗)

① 受動喫煙防止の推進：「改正健康増進 

法」について周知

② 「飲食店受動喫煙状況調査」

(健康長寿課から食品衛生協会

への委託事業)に関する食品衛生協会

からの相談対応・資料提供

①フッ化物洗口の啓発：市町村・

保育所・認定こども園:通年

その他 ① 公衆栄養学実習生受入

(８月)

② 管理栄養士・栄養士免許関係
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(２)健表２康健増康増進進事事業業等概等要図

健 
康 
増 
進 
事 
業 
等

普及啓発 週間・月間健康事業の普及啓発

受動喫煙対策の普及啓発

健康おきなわ21の推進

実態把握 市町村健康づくり情報交換会

市町村健康づくり事業計画・がん検診実態調査

市町村・関係機関への働きかけ

市町村健康づくり担当者会議

管内市町村健康づくり等研修会

市町村健康増進計画策定及び推進支援

南部地区健康おきなわ21推進会議(地域・職域連携推進会議)

食品衛生講習会での情報提供

組織・制度など環境整備

受動喫煙防止に関する相談対応及び指導

改正健康増進法に関する通報対応

喫煙可能室設置にかかる届出への対応

チャーガンジューおきなわ応援団体に関すること

その他健康づくりに関すること

ア 普及啓発

(ア)健康づくり関係週間・月間事業

目的：｢健康長寿おきなわ復活｣を目指し、厚生労働省が主催の週間・月間等の

機会に健康づくりに関する正しい知識を啓発し、取り組みを推進する。

表２ 事業実施内容 令和６年度

事業名 週間・月間 事業内容 場所 実績

① 禁煙週間
② 歯と口の健康週間

③ 食育月間

① 5/31～6/6
② 6/4～6/10

③ 6月

ｱ ポスター掲示

ｲ パンフレット設置
ｳ 食品衛生講習会での

パンフレット・啓発グッズ配布
ｴ Ｘ投稿

保健所内、イ

オンタウン南
城大里店、サ
ンエー板良敷 

店

令和６年６月

④ 健康増進普及月間
⑤ 食生活改善普及運動

⑥ がん征圧月間

9月

ｱ ポスター掲示
ｲ パンフレット設置
ｳ 食品衛生講習会での

パンフレット・啓発グッズ配布
ｴ Ｘ投稿

保健所内、イオ

ンタウン南城大

里店、マックス

バリュ南城大里 

店、ＪＡおきな 

わくがに市場

令和６年９月

⑦がん検診受診率向上 
に向けた集中キャン 

ペーン月間

10月

ｱ ポスター掲示
ｲ パンフレット設置
ｳ 食品衛生講習会での

パンフレット・啓発グッズ配布
ｴ Ｘ投稿

保健所内 令和６年10月

⑧歯がんじゅう月間 11月

ｱ ポスター掲示
ｲ パンフレット設置
ｳ 食品衛生講習会での

パンフレット・啓発グッズ配布

ｴ Ｘ投稿(歯周病予防)

保健所内
令和６年11月

⑨女性の健康週間 3/1～8

ｱ ポスター掲示

ｲ パンフレット設置
ｳ Ｘ投稿

保健所内
令和７年３月１日～

15日
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(イ)受動喫煙対策の普及啓発

目的：「健康増進法の一部を改正する法律(受動喫煙対策)」周知 

受動喫煙防止への適切な対応

内容：第二種施設について、食品衛生講習会で情報提供・チラシ配布 

所内でのポスター掲示

イ 実態把握

(ア)市町村健康づくり情報交換会

目的：市町村が実施する健康増進事業、生活習慣病予防対策及びがん検診等に 

ついての取り組み状況や課題を把握し、市町村に応じた支援と情報提供 

を行う。また、管内の健康課題及び健康づくり事業等の課題について把 

握し、健康づくり担当者会議や研修、各市町村の健康づくり事業の支援 

に活かす。

期間：令和６年５月24日～7月19日

対象：①うちなー健康経営推進団体宣言をしている商工会等がある本島５市町 

②離島村６村

内容：①・各市町村の地域・職域連携における取り組み状況と課題の確認 

・各市町村のがん対策に関する取り組み状況と課題の確認 

・他市町村と情報交換(共有・検討)したい内容の確認 

・その他(保健所からの情報提供や市町村からの質疑等)

②・各市町村の重点事業、事業計画の確認 

・令和２年～５年度の各調査の記入内容の確認(市町村健康づくり 

事業計画・がん検診実態調査等)

・他市町村と情報交換(共有・検討)したい内容の確認 

・その他(保健所からの情報提供や市町村からの質疑等)

ウ 市町村・関係機関への働きかけ

(ア)市町村健康づくり担当者会議

① 南部管内(本島内)市町村健康づくり担当者会議

目 的：管内市町村健康づくり事業担当者が、保健事業の取組状況や課題につ 

いて情報共有し、意見交換を行うことによって、保健事業の円滑な推 

進が図られるよう支援する。

日 時：令和６年10月２日(火)14：00～16：00

参加者：36名(市町村27名、協会けんぽ１名、国保連２名、南部保健所6名)

内 容：健康おきなわ21(第３次)について、地域・職域連携について、がん

検診についてその他情報提供・意見交換。

② 管内離島町村健康づくり主管課長および担当者会議

目 的：管内市町村健康づくり事業担当者が、保健事業の取組状況や課題につ 

いて情報共有し、意見交換を行うことによって、保健事業の円滑な 

推進が図られるよう支援する。

日 時：令和７年２月２７日(木)10：30～15：30
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参加者：30名(市町村15名、南部保健所15名)

内 容：特定健診・特定保健指導、がん検診、健康増進計画、歯科保健・タ

バコ対策・栄養関係等、その他(感染症・予防接種関係等)。

(イ)市町村健康づくり等研修会

①受動喫煙対策研修会

目的： 管内第一種施設のうち、行政機関の施設管理者等が改正健康増進法を 

理解し、管理権原者としての役割について改めて理解し、十分な受動 

喫煙防止対策が図られることを目指す。

日時： 令和７年２月18日(火) 14:00～ 15：30

場所： 南部保健所２階中会議室(WEB併用)

参加者： ６市町村・３保健所、計15名

内容：① 報告「南部保健所管内施設における受動喫煙防止対策状況について」 

報告者：南部保健所担当

② 講演「改正健康増進法による受動喫煙対策について｣ 

講師：菅原稔氏(日本労働安全衛生コンサルタント会 沖縄支部)

(ウ)市町村健康増進計画策定及び推進支援

目的：南部管内の健康増進政策を効果的かつ総合的に推進し、地域住民に密着 

した健康づくり運動を積極的に展開すると共に、市町村の健康づくり計 

画の策定及び評価を支援する。

表３ 市町村健康づくり推進協議会への参加状況及び市町村健康増進計画策定状況

令和６年度

市町村名 日程 場所 委員等

健康増進計画 
(R6年4月1日)

策定 改訂

①浦添市健康づくり推進協議会
ｱ 令和６年10月17日
ｲ 令和７年２月20日

浦添市保健センター 保健所長 H15.3 H25.3

②糸満市健康づくり推進協議会 令和６年７月26日 糸満市役所 健康推進班長

H14.3 H30.3
健康いとまん21策定委員会

ｱ 令和６年９月２日
ｲ 令和６年12月23日

ｳ 令和７年２月27日

ｱ 糸満市役所 

ｲｳ 糸満市水道局
保健所長

③豊見城市健康づくり推進協議会
ｱ 令和６年11月８日
ｲ 令和７年２月26日

豊見城市役所 健康推進班長 H13.4 H31.3

④南城市健康づくり推進協議会 H25.3 R6.3

⑤西原町健康づくり推進協議会 令和６年11月21日 西原町役場 健康推進班長 H18.3 R6.3

⑥与那原町 H25.3

⑦八重瀬町健康づくり推進協議会 令和７年３月26日 八重瀬町保健相談センター 管理栄養士 H25.3 R2.3

⑧南風原町健康づくり推進協議会 令和７年３月７日
南風原町総合保健福祉防災 

ｾﾝﾀｰ
健康推進班長 H16.3 R6.3

⑨久米島町健康増進計画策定委員会 H25.3 R6.3

⑩渡嘉敷村健康づくり推進協議会

⑪座間味村

⑫粟国村 H25.3

⑬渡名喜村

⑭南大東村健康づくり推進協議会 H25.3 H30.3

⑮北大東村健康づくり推進協議会 H27.3

※健康増進計画策定状況は、令和６年度市町村健康づくり事業計画より抜粋
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(エ)地域・職域連携推進事業

① 南部地区健康おきなわ21推進会議(南部地区地域・職域連携推進協議会)

目的：｢健康長寿おきなわ復活」を目指し、南部地区において効果的かつ総合的

な健康づくり運動を積極的に展開すると共に、地域保健・職域保健の連携

を通して、働き盛り世代を中心とした生活習慣病予防対策並びに健康増進 

を図り、生涯を通じた健康づくりを推進する。

日時：令和６年12月10日(火)14時～16時 南部保健所２階中会議室

委員：17名(構成：保健医療・職域・市町村・学校・関係団体等)

内容：a 健康おきなわ21(第3次)について

b 地域・職域連携について

(a) 事前アンケート報告

(b) 全国健康保険協会沖縄支部の取組

「うちなー健康経営宣言の現状」、「禁煙サポート事業」

c 協議事項

(a) 働き盛り世代の健康づくり講座

(b) 生活習慣病の発症予防・重症化予防

(c) 健康診査・がん検診

d 南部保健所からの報告

(a) 食環境整備事業「食deがんじゅう応援店」

(b) 歯科保健対策

(c) タバコ対策

② 市町村地域・職域連携に向けた事務調整、意見交換会

a 南風原町国保年金課

(a) 令和７年１月28日(火)14時～16時

参加者：南風原町国保年金課６名、南部保健所５名

場 所：南風原町総合保健福祉防災センター

(b) 令和７年３月７日(金)10時～12時

参加者：南風原町国保年金課５名、全国健康保険協会沖縄支部２名、

南部保健所５名

場 所：南風原町総合保健福祉防災センター

b 西原町健康保険課

(a)令和７年２月12日(水)14時～15時

参加者：西原町健康保険課５名、南部保健所４名

場 所：西原町役場

c 久米島町福祉課

(a)令和７年３月３日(月)９時～ 12時

参加者：久米島町福祉課６名、全国健康保険協会沖縄支部３名、

南部保健所３名

場 所：久米島町役場

(オ)食品衛生講習会での情報提供(受動喫煙防止・食deがんじゅう応援店等)

毎週水曜日(39回、706名)※資料配付のみ
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エ 組織・制度など環境整備

(ア) 改正健康増進法に関すること

① 受動喫煙防止に関する相談対応及び指導：15件

② 改正健康増進法に関する通報対応：通報に対し施設の受動喫煙の現状確認及

び指導を行った。(１か所)

③ 喫煙可能室設置にかかる届出への対応：２件

全登録数：638件(令和７年３月末現在)

健康増進法が改正された令和２年度は喫煙可能店の届出を行う店舗が多かった

が、令和３年度以降は年数件程度である。

表４ 喫煙可能室設置に係る届出件数 令和６年度

月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

届出数 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2

(イ)チャーガンジューおきなわ応援団参加・登録

令和６年度は、活動状況調査、規約改定等を実施。南部管内の登録団体なし。
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(３)栄養改善事業

地域住民の健康保持増進を図ることを目的として、健康増進法等に基づき、調

査研究、特定給食施設等の栄養管理指導、食品関連企業の食品表示に関する指導

など栄養改善及び健康おきなわ21(第３次)の推進に係る事業を実施している。

特定給食施設等への栄養管理指導(健康増進法)

栄養成分表示等に関する業者指導(食品表示法、健康増進法)

専門的・広域的栄養指導(健康増進法) 

食環境整備の推進

週間・月間健康事業の普及啓発

健康おきなわ21(第３次)の推進 

特定給食施設等各種届出、報告関係

(健康増進法施行細則、給食施設届出要綱)

栄養士・管理栄養士免許行政手続きに関すること(栄養士法)

管理栄養士国家試験に関すること(栄養士法)

栄養関係統計事務に関すること 

国民健康・栄養調査(健康増進法) 

県民健康・栄養調査 

管内市町村栄養士連絡会議、研修会

食生活改善地区組織の育成及び活動支援

管理栄養士養成施設臨地実習 

栄養改善業務・食育・健康日本21(第三次)等の管内市町村支援

健康危機管理(栄養関係)に関すること

その他栄養に関すること

ア 栄養実態調査

(ア)国民健康・栄養調査

健康増進法に基づき、国民の栄養摂取状況、身体状況、生活習慣病の状況を 

明らかにし、国民の健康増進の総合的な推進を図るため、健康増進施策に必要 

な基礎資料を得ることを目的に実施されている。

(イ)県民健康・栄養調査

県民の健康づくりの推進を図るための基礎資料を得るために沖縄県が実施し、

本県の健康増進計画「健康おきなわ21(第３次)」の基礎データとなっている。

表５ 調査実施概要

年 度 区 分 調 査 地 区
世帯数
(世帯)

世帯人員 
(人)

調査内容

令和４年度 該当地区なし

令和５年度 国民 豊見城市字金良 15 44
栄養摂取状況調査
身体状況調査
生活習慣調査

令和６年度 国民・県民
浦添市西原 
西原町与那城

61 107
栄養摂取状況調査
簡易型自記式食事歴法質問票(BDHQ)

身体状況調査
生活習慣調査
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イ 指導業務

(ア)特定給食施設等指導

特定給食施設とは、特定多数の人に対して継続的に１回 100 食以上又は１日

250食以上の食事を供給する施設をいう。その他の給食施設とは、特定給食施設 

以外の１回50食以上100食未満又は１日100食以上250食未満の食事を供給す 

る施設をいう。

健康増進法に基づき、特定給食施設等における栄養管理の実施等について、 

必要な指導助言を行っている。

表６ 給食施設届出状況と栄養士配置状況 令和６年度

表７ 特定給食施設等指導状況 令和６年度

管理栄養士のみ 
いる施設

管理栄養士・栄養士 
どちらもいる施設

栄養士のみ 
いる施設

管理栄養

士・栄養

士どちら

もいない

施設数

施設数 
合計

栄養士
配置率
(％)

調理師のいる施設 調理師 
のいな 
い施設 
数

施設数 
合計

調理師
配置率
(％)

施設数
管理 

栄養士数
施設数

管理 

栄養士数
栄養士数 施設数

栄養士 
数

施設数
調理師 
数

学校 11 14 6 11 11 6 6 3 26 88.5 14 106 12 26 53.8
病院 3 11 20 106 50 0 0 0 23 100.0 23 137 0 23 100.0
介護老人保健施設 10 18 6 10 9 1 2 0 17 100.0 12 37 5 17 70.6
介護医療院 1 2 0 0 0 0 0 0 1 100.0 1 7 0 1 100.0
老人福祉施設 4 7 8 11 9 1 2 0 13 100.0 12 34 1 13 92.3
児童福祉施設 9 9 5 5 6 21 25 82 117 29.9 79 157 38 117 67.5
社会福祉施設 

特
2 5 1 4 1 2 2 0 5 100.0 5 17 0 5 100.0

定事 業 所 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.0 0 0 1 1 0.0
給寄 宿 舎 0 0 0 0 0 1 1 2 3 33.3 2 7 1 3 66.7
施矯 正 施 設 1 1 0 0 0 0 0 1 2 50.0 1 2 1 2 50.0
設自 衛 隊 1 1 0 0 0 1 1 2 4 50.0 4 15 0 4 100.0

一般給食センター 1 1 2 2 3 1 4 0 4 100.0 3 17 1 4 75.0
その他 0 0 1 2 1 3 4 3 7 57.1 4 16 3 7 57.1

計 43 69 49 151 90 37 47 94 223 57.8 160 552 63 223 71.7
学校 1 1 0 0 0 0 0 1 2 50.0 1 1 1 2 50.0
病院 4 9 1 1 1 0 0 0 5 100.0 3 6 2 5 60.0
介護老人保健施設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 -
介護医療院 1 1 0 0 0 0 0 0 1 100.0 0 0 1 1 0.0
老人福祉施設 2 4 0 0 0 3 4 5 10 50.0 6 11 4 10 60.0

そ児童福祉施設 11 11 0 0 0 9 9 67 87 23.0 47 77 40 87 54.0
の社会福祉施設 1 1 4 4 4 3 3 5 13 61.5 7 15 6 13 53.8
の事 業 所 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.0 0 0 2 2 0.0
給寄 宿 舎
食

0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 -
施矯 正 施 設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 -
設自 衛 隊 1 1 0 0 0 0 0 1 2 50.0 2 4 0 2 100.0

一般給食センター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 -
その他 3 3 0 0 0 7 8 19 29 34.5 17 38 12 29 58.6

計 24 31 5 5 5 22 24 100 151 33.8 83 152 68 151 55.0

個別指導
集団指導

特定給食施設 その他の給食施設

1回100食以上又は
1日250食以上

1回300食以上又は
1日750食以上

1回50食以上又は
1日100食以上 回数 延施設数 延人員

111 10 76 1 67 88
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(イ)食品の栄養成分表示指導等

食品表示法、健康増進法に基づき、食品関係企業に対し、食品表示(保健事 

項)及び健康保持増進効果等の相談及び指導を実施している。

表８ 栄養成分表示等指導実施状況 令和６年度

個別指導 集団指導(研修会等)

指導件数
(実数)

指導件数 
(延件数)

回数 参加数

1 1 1 132

(ウ)栄養指導等

健康増進法に基づき、住民の健康増進を図るために必要な栄養指導等のうち、 

特に専門的な知識及び技術を必要とする指導を実施している。

表９ 栄養指導実施状況 令和６年度

個別指導 集団指導 (回/延べ人員)

母子
栄養・生活習慣 

及び健康増進
その他 母子

栄養・生活習慣 

及び健康増進
その他

0 0 0 0 0 0 0 0 0

ウ 人材育成

(ア)市町村栄養士連絡会議

目 的：管内市町村における栄養・食生活の改善に関する業務を推進するうえ 

で必要な情報を共有するとともに、市町村栄養士間のネットワークを 

構築することでより効果的な施策の推進を目指す。

日 時：令和６年７月８日(月)

参加者：９市町21名

内 容：①南部保健所からの報告

②グループワーク(情報交換)

テーマ１ 特定保健指導、重症化予防事業等における栄養指導につ 

いて

テーマ２ 保育所給食について

(イ)給食施設(児童福祉施設)職員研修会

目 的：児童福祉施設での栄養管理、健康づくりに関するテーマについて学び、 

安全安心な給食提供の充実を図る

日 時：令和６年６月27日(木)14：00～16：00
参加者：67施設(88名)

内 容：①児童福祉施設における栄養管理について
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② 児童福祉施設におけるむし歯予防について

③ 情報提供

ａ社会福祉施設における感染症対策・発生時の対応について 

ｂ沖縄県健康づくり表彰(がんじゅうさびら表彰)

講 師：①南部保健所健康推進班主任技師

②南部保健所健康推進班主任歯科医師

(ウ)地区組織の育成

食を通した健康づくりを推進するため、栄養の知識、技術等を習得した食生活 

改善推進員(ヘルスメイト)が、地域の健康づくりリーダーとして市町村健康 

づくり事業及び健康おきなわ21(第３次)の推進等で活躍している。

管内の食生活改善推進協議会の結成状況は表10のとおりである。

令和５年度は、南大東村食生活改善推進員協議会が新たに結成されたため、地 

域での活動に伴う支援を行った。

表10 協議会結成状況 令和６年度

市町村 協議会結成年月日
会員数
(人)

協議会名

浦添市 平成11年5月21日 23 浦添市食生活改善推進員協議会(てだこの会)

糸満市 平成11年1月27日 46 糸満市食生活改善推進員協議会(ひまわりの会)

豊見城市 平成13年12月25日 20 豊見城市食生活改善推進員協議会(ブーゲンビレア会)

西原町 平成17年5月20日 26 西原町食生活改善推進員協議会

北大東村 平成27年7月1日 6 北大東村食生活改善推進員協議会

南大東村 令和5年4月1日 9 南大東村食生活改善推進員協議会

エ 食環境整備の推進

(ア)食deがんじゅう応援店

健康に配慮したメニューの提供や栄養成分表示などを行う飲食店、弁当販売店、

スーパーマーケット及びコンビニエンスストアなどを「食deがんじゅう応援店」

として登録し、「食」を通して県民の健康づくりを支援し、自然と健康になれる 

食環境の整備を推進している。

登 録 数：９店舗(令和７年３月末)

事業内容：① 食deがんじゅう応援店の登録、台帳管理

② 周知及び広報

ａ 食品衛生講習会での事業紹介(39回 706人)

ｂ Ｘでの情報発信(12回)

ｃ 健康づくり関連の月間、週間等パネル展での周知(２回)

ｄ 商工会へのチラシ配布(2,350枚)
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ｅ 飲食店訪問(11回)

③ 事業評価

ａ 南部地区健康おきなわ21推進会議(12/10開催)

ｂ 登録店舗への現況調査による意見聴取(2/14実施)

オ 栄養士・管理栄養士免許関係

栄養士法に基づき申請業務を行っている。その状況は表11のとおりである。

表11 栄養士・管理栄養士免許申請状況 令和６年度

栄養士 管理栄養士
合計

申請 訂正 再交付 申請 訂正 再交付

8 6 0 31 13 1 59
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(４)歯科保健事業
「健康おきなわ21(第３次)」における健康づくりを推進するための４つの基本方

針の一つである生活習慣の改善項目として「歯・口腔の健康」が掲げられている。

また、沖縄県歯科口腔保健推進計画である「歯がんじゅうプラン(第２次)」にお

いて、県民が生涯にわたり自分の歯で食べる楽しみを味わい健やかで豊かな人生を送

るための環境整備を図り、歯科口腔保健の推進にかかる施策を総合的に推進すること

を目的にライフステージに沿って事業を推進している。特に乳幼児や児童生徒のむし

歯予防に効果的なフッ化物応用、中高年の歯周病予防、高齢者の口腔機能向上に関す 

る普及啓発に努めている。

法的根拠 地域保健法(第５条第１項)

健康増進法(第７条第６号) 

歯科保健業務指針

歯科口腔保健の推進に関する法律

沖縄県歯科口腔保健の推進に関する条例

ア 専門的・技術的な業務の推進

(ア) 児童福祉施設の研修会の開催

「児童福祉施設におけるむし歯予防」について講話(令和６年６月27日、88

人参加)

(イ)「南部保健所管内歯科保健連絡会議」の開催

目的：フッ化物応用によるむし歯予防の意義を確認し、関係者間で情報を共有 

し、取り組みについて検討することを目的とする。

出席者：17人(構成：歯科医師会・市町村保育及びこども園主管課・保育所)

開催日：令和６年９月25日(水)14時～16時

場所：沖縄県自治研修所８階 特別研修室

内容：①報告及び説明
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a「歯がんじゅうプラン(第２次)」について

b「管内乳幼児・児童生徒のむし歯有病状況」について

事務局(南部保健所)より報告

② 報告及び意見交換

a 市町村における歯科保健事業について 

南部保健所管内市町村歯科保健事業実施状況 

親子で歯っぴ～プロジェクトについて

b フッ化物洗口について

「R5南部保健所管内保育所(園)・こども園フッ化物洗口実施状 

況」について

浦添市むし歯予防の取組について

③ 情報提供

a 「8020運動・口腔保健推進事業(国庫補助事業)」について

b その他情報提供

(ウ)歯科に関する相談：住民や市町村関係者等からの相談(12件)

イ 市町村に対する技術的指導・支援

(ア) 会議への出席

令和６年４月18日(木)「久米島町歯科保健連絡会」に出席し、助言

(イ) 市町村依頼による講話

・「南風原町母子保健推進員定例会における講話(子どものお口の健康づく 

りについて)」 (令和６年７月17日、22人参加)

・南城市「子どものむし歯予防について」(令和６年７月４日、親子通園利 

用者４人参加)

(ウ) リーフレット及び資料の提供

・久米島町教育委員会へ「フッ化物洗口」に関するリーフレット２種類1,900 

部提供

・久米島町へ「フッ化物洗口マニュアル」作成について助言・資料の提供

・南風原町国保年金課へ「妊娠時のお口のケア」180部提供

・浦添市こども未来課へ「フッ化物洗口」に関するリーフレット100部提供 

・糸満市保育こども園課へ助言及び資料の提供

ウ 歯科疾患実態調査の実施

(ア) 歯科保健情報を把握し、「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項(第二

次)や「健康日本21(第三次)」等の各基本計画におけるベースラインの提 

示など、今後の歯科保健医療対策の推進に必要な基礎資料を得ることを目的 

とし、歯科健診及び問診を行った。

(イ) 根拠法令「健康増進法」を基に実施

(ウ) 対象地区の西原町、浦添市にて実施(令和７年11月13日、西原町：45人、11 

月20日、浦添市：23人)
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エ 情報の収集・提供、広報活動

(ア)普及・啓発

① ｢歯と口の健康週間」(６月)

・食品衛生講習会におけるリーフレットの配布(２回、39人)

・「歯と口の健康週間」に関するポスターや趣旨をホームページへ掲載

・保健所内でのポスターの掲示、リーフレットの配布(111部)

・障がい児施設へポスターを送付(120ヶ所)

② 「健康増進普及月間」(９月)

・パネル展での歯科疾患予防に関するポスター掲示、パンフレット配布(83部)

・食品衛生講習会におけるリーフレットの配布(２回、46人)

③ 「歯がんじゅう月間」 (11月)

・保健所内でポスター掲示

・食品衛生講習会におけるリーフレットの配布

④ 「女性の健康週間」(３月)

・パネル展でのリーフレットの配布

・食品衛生講習会におけるリーフレットの配布(４回、69人)
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４ 石綿健康被害救済制度申請窓口業務

石綿健康被害救済制度は、石綿による健康被害を受けた方及びそのご遺族の方で労

災補償の対象にならない方の救済を図ることを目的として、平成18年３月に「石綿に

よる健康被害の救済に関する法律」が施行され、中皮腫、石綿被害による肺がんによ

り療養している者及びその遺族に対して、医療費などの支給による被害救済が開始さ

れた。さらに、平成22年７月に「石綿による健康被害の救済に関する法律施行令の一

部を改正する政令」が施行され、指定疾病に、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺及び 

著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚が追加された。

独立行政法人環境再生保全機構が申請受付及び認定給付を行っており、県は認定の

申請及び救済給付の請求に係る業務の一部委託を受け、保健所は申請窓口として申請 

書等を受付後、独立行政法人環境再生保全機構へ送付している。

令和６年度は、申請１件(新規１、追加０)、相談９件であった。また、令和２年

度から令和６年度までの申請及び相談件数は、下記のとおりである。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

申請件数 １ １ ２ ６ 1

相談件数 10 ４ 18 24 ９

56


